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1.1  立地適正化計画とは 

「立地適正化計画」とは、平成 26 年の都市再生特別措置法等の一部改正に伴い創設された、住宅

及び都市機能増進施設（誘導施設）の立地の適正化を図るための計画です。 
具体的には、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を踏まえ、人口減少下においても持続可能

で効率的なまちづくりを進めるため、市街化区域内に「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」、これら

区域を結ぶ「基幹的公共交通軸」を定め、居住と医療・福祉・商業等の生活サービス施設等を長期間

かけて、それぞれの区域にゆるやかに誘導し、人口密度を維持することにより、「生活利便性の向上」、

「地域経済の活性化」、「行政コストの削減」、「地球環境への負荷低減」などを図るものです。 
なお、居住誘導区域等の区域外における住宅開発等の動きを把握することを目的として、計画に定

められた居住誘導区域等の区域外で、一定以上の開発行為や建築行為を行う場合は、市長への届

出が必要となります。計画のイメージや計画に記載すべき事項は、以下のとおりです。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 記載事項 概 要 
１ 立地適正化計画の区域 都市計画区域全体を計画区域とすることが基本となります。 

２ 立地の適正化に関する

基本的な方針 

中長期的に都市の生活を支えることが可能となるような、まちづくりの理念や

目標、目指す将来の都市像を示します。 

３ 居住誘導区域 

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することによ

り、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべ

き区域で、都市再生特別措置法に基づき、市街化区域の中に定める区域で

す。 

４ 都市機能誘導区域 

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や地域の拠点において誘

導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域

で、都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域の中に定めることが基本

となります。 

５ 誘導施設 
都市再生特別措置法に基づく都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都

市機能増進施設です。 

６ 誘導施策 都市機能や居住の誘導等を図るために必要な取組です。 

７ 防災指針 
居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の

確保を図るための指針で、立地適正化計画に定めるものです。 

都市計画区域 市街化区域 

図 1-1 立地適正化計画のイメージ 

表 1-1 都市再生特別措置法に基づく計画に記載すべき事項（必須事項） 

都市再生特別措置法に基づく 

「居住誘導区域」 
市民が安心して快適に住み続けられるよう生活

利便性の維持・向上などを図る区域、今後のライフ

ステージ（人生の節目）の変化などに合わせて住ん

でいただきたい区域です。 

(長期間かけてゆるやかに居住を誘導します。) 

居住誘導区域外の区域 
自然豊かでゆとりがあり、ライフスタイルなど

に合わせた多様な暮らし方ができる区域です。 

（今後も暮らし続けていくことは可能です。） 

 都市再生特別措置法に基づく 

「都市機能誘導区域」 
以下の中心拠点等の中から選定し、法律に

基づき生活サービス施設等の誘導を行う区域

で、都市機能の充実を図るため、区域ごとに

誘導施設（都市機能増進施設）を定めます。 

＜中心拠点＞※ 
市域各所からの公共交通アクセス性に優

れ、市民に、行政中枢機能、総合病院、相

当程度の商業集積などの高次の都市機能

を提供する拠点 

＜地域/生活拠点＞※ 
地域の中心として、地域住民に行政支所

機能、診療所、食品スーパーなど主として日

常的な生活サービス機能を提供する拠点 

※「立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）」引用） ：法に基づく必須事項 

「基幹的公共交通軸」 
公共交通が集中的に運行される重要なルート

や経路のことです。 

資料 小樽市作成 



第１章 はじめに  

- 3 - 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

第
６
章 

第
７
章 

第
８
章 

第
９
章 

資
料
編 

＜参考＞「コンパクト・プラス・ネットワーク」とは                            
国土交通省が推進する住宅や医療・福祉、商業施設などがまとまって立地し、高齢者を始めとす

る住民が徒歩や公共交通などによりこれらの施設等に容易に行き来できるまちづくりの考え方で、人

口の減少と高齢化が急速に進む中、高齢者や子育て世代などにとって安心できる、健康で快適な生

活環境を実現し、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とするための政策手段の

一つです。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜参考＞  医療・福祉・商業等の生活サービス施設の持続的維持に必要な周辺人口       

医療・福祉・商業などの生活サービス施設が立地し、持続的に維持されるためには、機能の種類

に応じて、以下のような周辺人口規模が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の主なポイント 
(コンパクト・プラス・ネットワーク) 

出典 : 国土交通省資料 

 「コンパクト・プラス・ネットワーク」のイメージ（出典:国土交通省資料） 

 コンパクトシティをめぐる誤解（出典:国土交通省資料）  

「中心市街地」だけに人や生活サービス
施設を集めるものではありません。 

今後も自然豊かな郊外で暮らしていくこ
とは可能で、移転を強制するものではあり
ません。 

短期間で強制的に人を集約するのではな
く、⻑期間かけてゆるやかに誘導・集約す
るものです。 

急激な⼟地の価格の変動は⾒込まれず
都市全体の地価水準の底上げ等が期待され
ます。 
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1.2  立地適正化計画策定の必要性 

本市では、以下の人口減少がもたらす様々な市民生活への影響を最重要課題として、先人から引

き継いだこのまちを、次の世代に責任をもって引き継ぐため、都市再生特別措置法に基づく立地適正

化計画を策定し「小樽の将来（40 年先）を見据えた都市計画（都市構造の再編）」を進めていきます。 

人口が減っているのは知っているけど、このままだと将来どうなる？  

全国的な人口減少が進む中、本市の人口（国勢

調査）は、1960（昭和 35）年をピーク（最大）として減

少に転じ、2020（令和 2）年には約 11 万 1 千人まで

減少しています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、約

20 年後の 2040（令和 22）年には約 7 万 2 千人まで

減少し、このまま進むと、ピーク時の人口の約１/３

になるものと予測されています。 

また、人口減少が進むと同時に高齢化も進むこと

が予測されています。 
 

人口が減っていくと、私たちの生活にどんな影響があるの？  

 
 
 
 

 
 
 

小樽市ではこれをどう考えているの？ 

このことは、今の本市にとって最重要課題であり、こうした課題を乗り越え、これからも

住みよい、魅力的なまちであり続けるため、「第７次小樽市総合計画」において、以下の２

つの方向性を示し、両輪でこの方向性に沿った施策に重点的に取り組むこととしています。 

 
 
 
 
 
 

 

 

こうした基本的な方向性に即し、「将来人口への適応」を進める一つの手段として、「コンパクト・プラ

ス・ネットワーク」の考え方のもと「第２次小樽市都市計画マスタープラン」の基本目標に掲げた「持続

可能で効率的なまちづくり」の実現を目指し、『小樽市立地適正化計画』を策定します。 

※ 1960 年、1990 年及び 2020 年は、国勢調査人口 

2040 年は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値（令和 5

年 3 月版）高齢化率は、総人口に占める６５歳以上の割合 

       

小樽市の人口と高齢化の推移と予測 



第１章 はじめに  

- 5 - 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

第
６
章 

第
７
章 

第
８
章 

第
９
章 

資
料
編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  立地適正化計画の位置付け 

本市の最上位計画である総合計画や北海道の整備、開発及び保全の方針に即するとともに、計画

が策定・公表されたときは、都市計画マスタープランの一部とみなされ、調和が保たれたものでなけれ

ばならないとされています。（都市再生特別措置法第 81 条、第 82 条） 
 また、都市全体の観点から作成する居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、公共交

通の充実等に関する包括的なマスタープランであることから、地域公共交通、公共施設再編、住宅、

防災、医療・福祉、学校・教育など、多様な分野の計画・施策との連携を図りながら計画を推進してい

きます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1-2 小樽市の人口減少への取組のイメージ

図 1-3 計画の位置付けイメージ
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1.4  計画の対象区域 

本市は、銭函４丁目及び５丁目を除く「小樽都市計画区域」と、銭函４丁目及び５丁目の「札幌圏都

市計画区域」の２つの都市計画区域を有しています。 
本計画では、以下に示す「小樽都市計画区域」と「札幌圏都市計画区域」を計画区域とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-4 計画の対象区域 

 

1.5  計画期間 

計画期間は、都市計画マスタープランの一部として位置付けられる計画であることから、同計画の

計画期間と合わせて、令和 21（2039）年度までとします。 
 
  


